
坂東市監査委員告示第４号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第７項の規

定する監査を、坂東市監査基準（令和２年坂東市監査委員告示第２号）に基

づき執行したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。  

 

   令和５年１１月１６日  

 

                  坂東市監査委員  神戸 俊裕  

                      同     林  順藏  
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財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

 

 

坂 東 市 監 査 委 員 
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令和５年度財政援助団体等監査結果報告書  

 

第１  監査執行者  

   坂東市代表監査委員   神戸  俊裕  

   坂東市監査委員     林   順藏  

 

第２  監査の実施日  

   令和５年９月２８日（木）  

 

第３  監査の種類  

   地方自治法第１９９条第１項及び第７項の規定に基づく監査  

 

第４  監査の対象団体  

   補助金等交付団体：坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会  

            （所管課：教育委員会  スポーツ振興課）  

 

第５  監査の範囲  

   令和４年度に交付した補助金等（坂東市将門ハーフマラソン大会

補助金）の出納及び関係事務の執行について  

 

第６  監査の方法  

   あらかじめ坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会（以下「マラ

ソン実行委員会」という。）及び所管課である教育委員会スポーツ振

興課から、補助金等の交付に関する一連の調書、予算決算書その他の

関係諸帳簿の提出を求め審査するとともに、マラソン実行委員会及

び所管課職員の説明を聴取し、補助事業が目的達成のために適正に

運営されているか、会計経理事務が適正に執行されているか確認を

行った。  
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第７  監査の概要  

１  監査対象団体の概要  

（１）設立年月日  

    平成４年４月８日  

 （２）設立目的  

    坂東市将門ハーフマラソン大会の企画運営に万全を期すると

ともに、坂東市の活性化及び地域スポーツ振興に寄与すること

を目的とする。  

（３）代表者  

    委員長  荻井  公夫  

 （４）役員  

    理事  ２８名  

    監事   ２名  

 （５）事業内容  

    ア  大会企画・運営に関すること  

    イ  関係機関・団体との連絡調整に関すること  

    ウ  その他、本会の目的達成に必要なこと  

   

２  主な事業実績  

    新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度及び令和

３年度と中止になったが、令和４年度は３年ぶりに開催をすること

ができた。エントリー者数は、ハーフの部１，６１６名、一般５ｋ

ｍの部６６９名、中学生の部１２３名、小学生３ｋｍの部１１１

名、小学生１ｋｍの部１１９名、親子ペアの部１０５組であった。    

また選手派遣事業として、アメリカ合衆国ハワイ州で開催された    

ホノルルマラソン及び福島県南相馬市で開催された第３５回野馬追

の里健康マラソン大会に派遣を行った。  

      

収支決算については、別紙に掲載する。  
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 ３  補助金等の概要  

（１）補助金等名  

   坂東市将門ハーフマラソン大会補助金  

 （２）交付の目的  

  坂東市将門ハーフマラソン大会を通じて市民スポーツの振興及

び市の経済振興・活性化を図るため  

（３）根拠  

  坂東市将門ハーフマラソン大会補助金交付要綱（令和３年度坂

東市告示１１２号）  

（４）令和４年度交付額  

  ６，０００，０００円  

 

第８  監査の結果  

   職員の説明聴取及び監査資料に基づき諸帳簿を監査した結果、補  

助事業は目的達成のため適正に運営され、事務処理もおおむね適切  

に処理されていると認められた。  

 今回の監査を踏まえ、監査委員として次の意見を述べる。  

 

１  坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会  

 （１）会計処理  

会計処理については、概ね適正であると認める。しかし、マ

ラソン実行委員会においては、会計に関する規約が整備されて

おらず、すべて事務局職員の決裁で完結している状況である。    

坂東市事務決裁規程（平成２０年坂東市訓令８号）に準拠

し、支出金額及び収入金額に応じた専決区分を定めることが、

今後も透明性をもった補助事業運営をしていくことに必要不可

欠であると考える。今後、関係規程の整備の検討を要望する。  

 

２  所管課  

 （１）補助金交付事務  
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   補助金交付事務について、適正かつ効率的に執行されている

と認められた。引き続き、マラソン実行委員会に対し適正な指

導及び監督をすることを要望する。  



別紙

項　　目 予　算　額 決　算　額 比　較　増　減

1 補 助 金 6,000,000 6,000,000 0

2 協 賛 金 4,961,000 8,960,000 3,999,000

3 参 加 費 20,050,000 11,252,000 △ 8,798,000

4 繰 越 金 131,836 131,836 0

5 大 会 基 金 1,401,274 1,000,983 △ 400,291

6 雑 収 入 200,000 147,688 △ 52,312

32,744,110 27,492,507 △ 5,251,603

項　目 予　算　額 決　算　額 比　較　増　減

1 坂東市将門ハーフマラ
ソ ン 大 会 開 催 事 業 費 29,202,710 23,919,957 △ 5,282,753

2 大会広報活動事業費 70,000 0 △ 70,000

3 選 手 派 遣 事 業 費 2,896,400 2,119,035 △ 777,365

4 普 及 活 動 事 業 費 330,000 330,000 0

5 雑 費 245,000 89,843 △ 155,157

6 坂東市将門ハーフマラ
ソ ン 大 会 基 金 0 1,000,000 1,000,000

32,744,110 27,458,835 △ 5,285,275

収　入

合　計

支　出

合　計

令和４年度（第３２回）坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会　収支決算


